
株 主 メ モ 

事 業 年 度 4月 1日から翌年３月３１日まで 

期 末 配 当 金 受 領 株 主 

確 定 日 
３月３１日 

中 間 配 当 金 受 領 株 主 

確 定 日 
９月３０日 

定 時 株 主 総 会 毎年６月 

株 主 名 簿 管 理 人 

特別口座の口座管理機関 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

同 連 絡 先 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

〒137-8081 東京都江東区東砂７丁目１０番１１号 

℡ ０１２０―２３２―７１１（通話料無料） 

上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所 

公 告 の 方 法 

電子公告により行う 

公告掲載URL  http://www.maruzenshowa.co.jp/ 

（ただし電子公告によることが出来ない事故、その他のやむを

得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。） 
 

（ご注意） 

１．株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている 

口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せ下さい。株主 

名簿管理人（三菱 UFJ 信託銀行）ではお取り扱いでできませんのでご注意ください。 

   ２．特別口座に記載された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱 UFJ 信託銀行が口座管理機関となっており 

    ますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱 UFJ 信託銀行）にお問合せください。なお、三菱 UFJ 信託銀行全国各 

    支店にてもお取次ぎいたします。 

   ３．未受領の配当金につきましては、三菱 UFJ 信託銀行本支店でお支払いいたします。 

 

【株式に関するお手続きについて】 

○特別口座に記録された株式 

お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先 

○特別口座から一般口座への振替請求 

○単元未満株式の買取（買増）請求 

○住所・氏名等のご変更 

○特別口座の残高照会 

○配当金の受領方法の指定（※） 

特別口座の 

口座管理機関 

○郵送物等の発送と返戻に関するご照会 

○支払期間経過後の配当金に関するご照会 

○株式事務に関する一般的なお問合せ 

 

株主名簿 

管理人 

三菱 UFJ信託銀行株式会社  証券代行部 

〒137-8081  東京都江東区東砂七丁目 10番 11号 

  Tel  0120-232-711（通話料無料） 

（※）特別口座に記録された株式をご所有の株主様は、配当金の受領方法として株式数比例配分方式はお選びいただけません。 

 

○証券会社等の口座に記録された株式 

お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先 

○郵送物等の発送と返戻に関するご照会 

○支払期間経過後の配当金に関するご照会 

○株式事務に関する一般的なお問合せ 

株主名簿 

管理人 

三菱 UFJ信託銀行株式会社  証券代行部 

〒137-8081  東京都江東区東砂七丁目 10番 11号 

  Tel  0120-232-711（通話料無料） 

○上記以外のお手続き、ご照会等 口座を開設されている証券会社等にお問合せください。 

 

〔手続き書類のご請求方法〕 

○音声自動応答電話によりご請求 

0120-244-479（通話料無料） 

○インターネットによるダウンロード 

  http://www.tr.mufg.jp/daikou/ 


